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法廷通訳に求められる正確性と現場での実践

石田 美智代 (静岡大学 大学教育センター非常勤講師)

1.  はじめに

外国からの入国者の増加や、2009年から始まった

裁判員制度により、法廷での通訳のあり方が注 目され

るようになった。日本への外国人入国者は 2009年の

リーマンショックや、2011年東 日本大震災の影響で減

少したものの、2012年から再び増加に転じ、2014年

には 1341万人が日本を訪れ過去最高だったという
1。

訪 日外国人が増加するとその分、犯罪も増えるとも思

われるが、通訳事件の数をみると、2003年をピークに

減少を続け、訪 日外国人数が増加に転じた2012年も

前年より減少している(図 1)。
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図1被告人通訳事件の終局人員数と訪 日外国人数 2

図1の「被告人通訳事件の終局人員数Jと は、警察

に検挙された後、送検され起訴されたもののうち、通

訳人が付いた人数である。訪 日外国人数が増加傾向

であるのに対し、通訳事件数が減少し続けているのは、

訪 日外国人数が増加しても、外国人被疑事件は減少

しており、さらに起訴される事件も減つているからであ

る(表 1)。

表 1にある「終局処理人員」とは、送検された被疑者

を起訴するか、不起訴 (起訴猶予を含む)にするか、

最終決定をした人数であり、この数字の中から起訴さ

れ、さらに通訳人が付いた事件数が、図1の「被告人

通訳事件の終局人員数Jになる。

来 日外国人被疑事件に対する起訴率を見ると、被

告人通訳事件数のピークである 2003年の起訴率が

698%だったものが、年々減少を続け2013年の起訴

率は 406%まで下がつている。

表 1 来日外国人 3被疑事件の起訴率
4

年
訪日外国

人数(千人)

外国人終局

処理人員
起訴率

2001 4フ 7 687

2003 24060 698

2004 24994

2005 24986 563

2009

15040 497

13012

837

2013 12770

このような数字から、訪 日外国人が増加しても、外国

人犯罪は減少しているということができる。外国人が関

係する事件で高い害J合を示すものに、出入国管理及

び難民認定法 (以下入管法)違反 5があるが、2003年

ピーク時の外国人終局処理人員 24,060人のうち、入

管法違反が 53%(12,584人 )と半数以上であった。こ

の頃から、不法滞在者数を半減させるという政府 目標

の下、入国審査や摘発等を厳しくし、不法滞在者を減

少させた結果、2013年 の外 国人終局処理人員

12,770人のうちの入管法違反は 27%(3,458人 )と激

減している。また、単純なオーバーステイだけでは起

訴されずに退去強制手続きがとられるようになったた

め、入管法違反の起訴率も 2003年 には 686%だつ

たものが、2013年には 237%に低下している。

もう一つ、被疑者国選制度の実施も起訴率の減少

の要因に挙げられる。一定の条件を満たせば、起訴さ

れる前段階から弁護人を選任することができるので、

窃盗などの場合、示談や被害弁償を行うことで不起訴

となるケースが増えていると考えられる。
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つまり、今後さらに訪 日外国人が増えても、法廷通

訳の需要は減り続ける可能性が高いといえる。要通訳

件数が減少すれば、話題にされることもなくなり、法廷

通訳に関わる制度的・構造的問題が置き去りにされる

のではないかと危惧される。

2013年に日弁連が提出した「法廷通訳についての

立法提案に関する意見書」6に、これまで議論されてき

た問題が以下の4つにまとめられている。

1通訳人の資格・名簿制度

2継続的研修制度

3通訳人の身分保障のための報酬制度

4通訳の質の確保

現状、法廷通訳人になるには、語学力や法律的

知識を問う試験はなく、裁判所で簡単な面接を受ける

だけで、登録できてしまう。従って、通訳人の間で通訳

能力にばらつきがあり、法廷通訳の資格化や定期的

研修の必要性が、ことあるたびに議論されてきたが、

実現する兆しがいまだ見えない。通訳人に期待される

役害」、法廷における通訳人の位置づけが明確でない

ことが一番の問題ではないかと思われる。また、法廷

通訳人が備えるべき能力・技能を具体的に示すことが

できないのも、結論が出ない原因の一つであろう。

裁判所から支払われる通訳料は、1時間当たりの単

価すら明記されていないという現状で、報酬の透明化

も長らく問題にされてきている。

通訳の質の確保には、誤訳防止のための複数選任

の原則化、事後検証のための録音・異議・鑑定の規

定、訴訟関係者に対する配慮義務(難解な法廷用語

を使わないなど)が含まれる。

先に見たように、要通訳事件数の減少が続くと、お

そらく通訳依頼はベテランに集中することになる。そう

すると、通訳能力のばらつきがなくなり、資格化の必

要性が叫ばれることもなくなるだろう。また、誤訳はゼ

ロにはならずとも、誤訳の際にその場で対応できれば

問題ないし、報酬の透明化に関してはベテランという

長い経験からの諦めと理解によつて問題にされなくな

る力もしれない。

しかし、現場に混乱がなくても、従来からの法廷通

訳人に関する問題が解決されるわけではなく、見えに

くくなっていくだけである。

本稿では、現在、通訳人がどのような問題に直面し、

どのように対処しているかを考察し、法廷通訳をめぐる

制度的・構造的問題を明らかにする。筆者は韓国語

の法廷通訳を 20年余り務めており、その経験と周囲

の同業者へのインタビューも参考にする。

2. 先行研究

会議通訳や商談の通訳では雇い主側の利益を守る

ことが優先されるが、法廷通訳では中立性や正確性

が厳しく求められる。水野(2005〉では、会議通訳、法

廷通訳、医療通訳、そしてコミュニティー通訳全般とい

う4つの分野に焦点を当て、その倫理規定の特徴を述

べている。法廷通訳に関しては、NA」IT(法廷通訳

人・翻訳人全米協会)の倫理および職責規約をもとに、

一番重要視されるのが正確性であるとしている。そし

て法廷通訳における正確性の内容として以下の 4種

類を挙げている。

。発言に対して省略したり、付け加えたり、修正した

りしないこと

。発言のレベル、レジスター (言語使用域)、 トーン、

ニュアンスなどをそのまま保持すること

・発言が聞き取れなかったりわからなかったりした場

合は、それを明確にするよう求めること

。自分が誤訳をしたとわかったら、それをすみやか

に表明すること

会議通訳では「わかりやすく編集する」ことが認めら

れているが、法廷通訳では「そのままの形」で通訳す

ることが求められている。例えば、会議通訳では、発

言者が「去年、1997年 にはJと言つたら、通訳者は

「去年Jまたは「1997年」のどちらかを選択して訳すこ

とが許されるが、法廷通訳は、発言されたまま、そのど

ちらも言わねばならない。支離滅裂な発言もわかりや

すく編集してはならず、支離滅裂なままで訳出しなけ

ればならない。さらに法廷通訳の場合、法廷が絶対的

な存在であり、その指揮下で行動するという構図が明

らかであることも特徴的である。

灘光(2001)は 、会議通訳などとは大きく異なる法廷

通訳の特殊性について、(1)通訳人の中立性の確立、

12)専門的な法律用語や制度、(3)制度化されたやりと

り、④ 厳格なまでの正確性、(5)文化的勢力格差の構
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造、という5つを挙げている。

(1)の 中立性は、通訳人は、弁護人、検察官、裁判

官、被告人など異なる立場にある人間の発言を通訳

するので、特定の視点に偏つてはならないからである。

そのために、(4)の厳格なまでの正確性が要求される。

オリジナルな発言に省略や編集が一切許されず、話

し方のスタイルも保持することが要求される。存在を感

じさせない通訳が理想とされるわけだが、法廷通訳人

がしばしば「翻訳機械」や「導管」、「黒衣」、「透明人

間」に例えられる所以である。これは(3)の「制度化され

たやりとり」の中で、通訳人の存在が想定されていない

ことに関係する。制度化された流れの中では、正確さ

を確保するために話し手の発言内容を聞き直したり質

問したりすることは、制度化された流れを邪魔すること

になってしまうのだ。

(2)の 専門的な法律用語や制度について、長尾

(2001)で 、次のような例が紹介されている。「みだりに」

は広辞苑では「思慮なく」だが、刑事訴訟法上では

「法の除外理由なしに」という特別な意味をもつ。また、

強盗罪は懲役 5年以上、窃盗は懲役 10年以下となる

ので、強盗と窃盗の違いを知ったうえで通訳しなけれ

ばならない。「何をとったのか」の質問の訳を呻亀at

did you rob?」 としてしまうと「rObbery(強取)」 と結びつ

いて「何を強盗したのか」と罪を決めつけてしまうことに

なるからである。

(5)の文化的勢力格差の構造とは、法廷には「裁く側」

と「裁かれる411」 があり、裁く側にいる日本人の規範、

倫理観、常識が裁かれる側より疑いなく優位にあると

いう事実である。法廷において、外国人被告人の発言

が、裁く側の常識に照らすと不利になるという判断が

できるのは、言語、文化の違いを知る通訳人である。

裁判官の心証形成において、裁かれる側の倫理観・

常識への配慮という調節をはかることが必要な場合も

生じ得る。これに関して、吉田(2011)では、スペイン語

通訳を介した裁判員裁判を傍聴席からノートに筆記し、

その記録の分析と通訳人へのインタビューによって、

裁判員にとつて自然で合理的な推論が「常識」として

前提化されていることを明らかにしている。また、糸魚

川(2010)で は、裁判官の心証が量刑、判決に影響を

及ぼし得るので、通訳人はレジスター(言語使用域)も

含め忠実に再現しなければならないという意見を紹介

しながら、しかし、通訳人が訳出するときに選ぶレジス

ターは、発言者の社会的カテゴリーや発言スタイルな

どから通訳人が抱いた印象にすぎず、求められる正

確性も結果的に恣意的なものである、としている。

法廷通訳人には厳格なまでの正確性と中立性が求

められているが、正確性に関して、実際の訳出には通

訳人の判断や印象が介在するものであり、また、中立

性に関しても、法廷では、裁く側の規範や倫理観が支

配しているので、そもそもの前提が中立的ではないと

いえる。正確性と中立性が強調されながら、実際には

通訳人が被告人のための調節を行つている現実を、

吉田(2007)で は、「法廷通訳人の役割に関する参与

者の意識 (規範)と実践の間の乖離」と言つている。ま

た、灘光(2001)で は、通訳人に期待されている「通訳

機械」や「透明人間」としての位置づけは「法的虚構」

にすぎないという批判を紹介している。

3.正 確性について

3.1.正確性の判断

法廷通訳人に求められる厳格なまでの中立性と正

確性については、裁判所が行つている研修でも繰り返

し確認される。すなわち、法廷での通訳においては

「原発言になにも足すな、原発言から何も引くな」とい

うものである。ここまで厳しく中立性と正確性を求める

理由は、裁判は証拠に基づいて罪を認定するもので

あり、その証拠には法廷での発言も含まれるからであ

る。通常の公判において、検察官が起訴状を朗読し

たあと、裁判官が被告人に黙秘権を告知するが、そこ

に「被告人がこの法廷で述べたことは、被告人に有利、

不利を問わず証拠として用いられることがありますから、

そのことを念頭に置いて答えるようにしてください」とい

う文言が含まれている。最高裁判所事務総局刑事局

監修の『法廷通訳ハンドブック実践編【韓国・朝鮮語】

(改訂版)』 (以下「ハンドブック」と省略)でも、通訳人の

留意事項の第一として次のように書かれている。

「法廷でのやりとりのうち、証人尋問や被告人質

問は、その結果得られた証言や供述が、裁判の証

拠として、犯罪事実の認定や刑の量定の基礎にな

る特に重要なものですから、すべての発言を逐語

訳で行う必要があるという特徴があります。例えば、

証人が証言内容を発言直後に訂正した場合には、

訂正後の内容だけでなく訂正前の内容についても
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そのまま通訳してください」(pl)

被告人や証人の証言が証拠となる以上、外国語で

なされた被告人や証人の発言が忠実に再現されてい

るという前提が必要である。この「ハンドブック」にはさ

らに次のようなQ&Aが挙げられている。

「Q通 訳をする際には、発言者の表現を忠実に

再現するべきですか ?

A発 言者と同じ表現を使つてください。例えば

丁寧語を用いるなどして表現方法を改めるような

ことはしないでください」

「丁寧語を用いるなどして表現方法を改める」とは、

例えば「言つた、言つた、確かにそう言った」と非丁寧

語で話されたものを「言いました、確かにそう言いまし

た」と丁寧語に直してはならないということである。つま

り、話し方のスタイル、レジスターの保持を求めている。

韓国語の場合は、このような丁寧語。非丁寧語の区別

ばかりでなく、法廷でよく使われる二重否定、複雑な

文末表現なども、比較的 日本語と似た形式で表現す

ることができるので、文法的には法廷での発言を忠実

に再現することはかなり可能である。

(1‐ 1)先に帰つL
」パ 召朝  残■
先に 家+助詞 行つた

(1・2)先に帰りました。

電対 ■Oll  残土
先に 家+助詞  行きました

(2)入れなくはあ像麹数燃

不可能 否定

異  詈・ 1/1ヒ  毅書  。卜Ч嘲■

不可能 入る+連体形 こと+助詞 否定+丁寧

(3)あなたが言ったのではありませんか?

長よd Ol  理とでl  択・ l  。卜嘲嘲//1?

あなた+助詞 言う樋 体形 こと+助詞 否定+丁寧+疑間

しかし、多くの言語では韓国語のようなわけにはいか

ず、丁寧形・非丁寧形の区別ですら「舌L暴に話してい

る」「丁寧に話しているJという通訳人の印象にゆだね

られることになってしまうことは、先行研究でも指摘さ

れているところである。文法形式ではかなり忠実に再

現できる韓国語であつても、個人の話防 の癖や方言

までも再現するのは困難である。法廷は、話し方のス

タイル、レジスターの一致をどこまで要求しているので

あろうか。「ハンドブック」の「Q&A」 には次のような回

答もある。

「Q証人との間で、アクセントや方言のためにコ

ミュニケーションが取りづらいときには、どうしたら

よいですか?

A直 ちにそのことを裁判官に告げて、指示を

待ってください。程度にもよりますが、ゆっくり証

言させたり、繰り返し証言することにより手当てが

できるのであれば、そのような方法を採ることにな

ります。」

さすがに方言の再現までは要求していないと理解し

てよいだろう。通訳人が被告人や証人の発言を忠実

に再現できるという前提に限界があることは認識され

ており、「そのことを裁判官に告げ」れば、裁判官がな

んらかの方法を採ることになつている。

法廷通訳の特殊性からくる厳格なまでの中立性、正

確性も、現実に即した対応が考えられている。しかし

その多くが、方言の場合のように、「書記官にそのこと

を伝えてください」(p17被告人から不信感をもたれて

いる)、
「裁判官の許可を得て確認すべきJ(p28質問

の意味が不明瞭な場合)、「裁判官に告げてください」

(p30証言の内容が高度に専門的)、
「必要があれば

裁判官が質問します」(p33仲 間内だけで用いられる

特殊な用語)のように、判断は裁判所がすることになっ

ている。

被告人や証人の証言が証拠として機能する以上、

外国語でなされた被告人や証人の発言が忠実に再

現されているという前提が必要であるとはいえ、語彙

や文法体系が異なる言語の間では、元の発言から何

らかの変更が必要になる場合があるが、それを判断し

行うのは通訳人ではなく裁判所だということになってい

る:通訳人に要求されているのは、変更が必要な状態、
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通訳できない状態を忠実に再現することであり、やは

り裁判所が期待する通訳人は、言葉と言葉を置き換え

るだけの「通訳機械」や「透明人間」であると言えよう。

3.2.誰のための通訳か

もう一つ、裁判所の考える通訳人の役割として問題

にすべき点がある。通訳人は外国人の被告人や証人

のために存在しているわけではないという事実だ。被

告人の発言が支離滅裂な場合にも、そのまま日本語

に通訳しなければならない、というのは法廷通訳に求

められる正確性に含まれるものである。逆に、日本語

でなされた発言、例えば、鑑定など専門用語が並ぶよ

うな内容を通訳する場合も、被告人が理解できるよう、

平易な言葉に言い直してはいけない。

2013年 1月 に大阪地方裁判所で実施された、大阪

高等裁判所主催の「法廷通訳フォローアップセミナー」

7に筆者が参加した折に、講師であつた大阪地裁裁判

官がこの件に関して次のように解説した。つまり、難解

な鑑定結果を被告人が理解できるように訳出する必

要がない理由は、被告人が日本語母語話者であって

も難解な鑑定結果をそのまま聞いているからである。

鑑定結果は裁判官にむけて報告されるものであり、裁

判官が聞いて理解するためのものだから、被告人が

理解する必要はないということである。そうすると、通

訳人は裁判官にむけての発言を、裁判官が聞いても

理解できない外国語に通訳していることになる。

しかも、法廷では、起訴状や判決以外で、事前に

書面が準備されているものは、検察官や弁護士が読

み上げるときに、ワイヤレスマイクを通して、イヤホンを

している人 (被告人か証人)のみに聞こえるように話す。

被告人のために通訳しているようでありながら、被告

人が聞いて理解する必要はないという。

法廷通訳人の存在の根拠は、国際人権規約 14条
「公正な裁判を受ける権利」3項0に、「裁判所におい

て使用される言語を理解すること又は話すことができ

ない場合には、無料で通訳の援助を受けること」と記さ

れており、刑事訴訟法 175条に、「国語に通じない者

に陳述させる場合には、通訳人に通訳をさせなけれ

ばならない」という規定があるのみである。法廷通訳の

中立`性を考えれば、当然のことながら、決して被告人

を擁護するものではない。外国人である被告人にも、

被告人が日本人である場合と同じ条件にすることが

「公正な裁判を受ける権利」になるのだろう。

裁判官に向けて話されている内容を、聞いても理解

できないだろう外国語に通訳するのも、そのためであ

る。

「専門用語が並ぶ難解な内容」の実例として、2013

年に実施された「法廷通訳フォローアップセミナー」で

使用された解剖検査所見を示す。このセミナーでは、

殺人事件の模擬裁判が行われた。実際の裁判でも、

起訴状や証拠書類などは事前に送付されるので、ス

ムーズに通訳できるよう準備しておかなければならな

い。

背面正中よりやや左側に右から左やや下方に走

る2× 0 5 clll接着長 2.2 cmの刺創がある。

左創角はやや丸みを帯びてはいるものの鋭く、

右創角はコの字状に鈍で厚さ 0 2 cm。 ほぼ前方や

や内側に刺入し左胸腔内に貫通し、刺入口から前

胸壁までの深さ 16 clrl。 下創縁に血色素浸潤があ

る。

そもそも日本語でも、これを耳で聞くだけでは理解

できないだろう。証拠書類に限らず、裁判で使われる

文書はほとんどが「読んで理解」するように書かれたも

のであり、「聞いて理解」できるように書かれたものでは

ない。(裁判官のもとには書面で証拠提出されるので、

耳で聞くだけで理解する必要はない。)「裁判用語が

分かりにくい」「一つの文が長すぎる」「普段使わない

言い回tンが多い」など、これらは法廷通訳に限つた問

題ではなく、日本の裁判全体に以前から指摘されて

いるものだ。裁判員裁判の導入に伴いようやく「問い

て理解」できるような裁判用語の見直しが始まったが、

実際の法廷では、その効果は感じられない。
「伝えること」が一番の目的であるのが「通訳」という

仕事だが、法廷では当事者である被告人に伝わる必

要はないという。なぜなら、日本人の被告人が法廷で

何が話されているのか理解できないのだから、外国人

被告も同様でなければならないからだ。自分が裁かれ

ているにもかかわらず、被告人にその内容が理解でき

なくても構わないという日本の裁判が変わらなければ

解決されない問題である。
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4。 現場における実践

4.1.文化的差異の調節

法廷通訳として活動している人々の中には、裁判所

の望むような「透明人間のような通訳人」になろうと努

めている人もいるが、それでも被告人等の発言をその

まま再現することには限界があると感じている。

限界を感じるもののうちのひとつにレジスターの一

致が挙げられる。水野(2005)をはじめとして、多くの先

行研究で、レジスターの一致は法廷通訳に求められる

正確性のひとつであると強調されている。灘光(2001)

では、証言内容はそのままで、スペイン語から英語ヘ

の通訳のスタイルを、丁寧なものと丁寧でないものの 2

種類に変えた録音を模擬陪審員に聞かせたところ、

証人に対する印象が大きく変わつたという実験を紹介

している。また、吉田(2007)で は、裁判官が「(被告人

は)ぶっきらぼうなしゃべり方 (をする)」 という心証をも

つていたが、通訳人が交替すると、同じ被告人がしゃ

べつているのに、結構丁寧な言い方になっていること

に驚いた、という裁判官とのインタビューを紹介してい

る。

現場で経験を積んでいるベテラン通訳人のなかに

は、レジスターの一致をそれほど重要視する必要はな

いという人もいる。韓国語のベテラン法廷通訳人によ

ると、裁判官は被告人の態度や口調を観察しているの

で、話し方のスタイルや文末表現などに被告人の人

柄や印象を左右されることはないという。丁寧語リト丁

寧語の区別や、二重否定、複雑な文末表現など、文

法的に忠実に再現することより、重要なのは、話す事

柄の順番、内容であるという。つまり、最終的に判断す

るのは裁判官であり、その判断材料を提供するわけだ

から、話し方やレジスターなどは裁判官が被告人を直

接見て判断し、裁判官が理解できない「内容」を伝え

るのが通訳人の役割だという考えである。

吉田000つのインタビューにあるような裁判官もいる

が、裁判官が自ら被告人や証人の日調や態度を観察

し、総合的に判断した上で心証が形成されるのが望ま

しいといえるだろう。

次に通訳人が特に困難を感じている問題としては、

被告人の文化的背景を伴った発言をどう伝えるかとい

うものがある。灘光(2001)が 法廷通訳の特殊性として

5番 目にあげた「文化的勢力格差の構造」にも関連す

る。法廷には「裁く側」と「裁かれる側」があり、裁く側に

いる日本人の規範、倫理観、常識が裁かれる側より疑

いなく優位にあるという現実がある中で、「裁かれる側J

が不利になるのではないかと危惧される。前出の「法

廷通訳ハンドブック」の「Q&A」 には次のように書かれ

ている。

「Q法制度、習慣、文化の異なる被告人の通訳

を行うに当たつて、配慮すべき事項があります

か ?

A法制度や歴史的背景の違い等から、被告人

が通訳人に対し敵対心を持つことや、逆に被告

人の言おうとする本当の意味がわからないことが

あると思われます。したがつて、法廷通訳を行うに

当たつては、語学的な面だけでなく、その国の文

化や法制度等を理解するよう日頃から努めてくだ

さい」

ここでは通訳人が被告人の発言に解説を足したり、

説明を促したりして調整することは許していないが、文

化的、制度的差異により被告人や証人が不利になっ

たり誤解が生まれたりする可能性があることは認識さ

れている。発言のままの通訳を聞いて、裁判官や弁護

士が理解できない場合は、原則的には裁判官や弁護

士がその部分を質問することになるのだろう。

韓国語の法廷通訳の現場で、日本語に訳出しにく

いもののうちのひとつに「契(ケ )」 がある。小学館の『朝

鮮語辞典』で「力|(契 )」 の項目を引くと、次のように説

明されている。

現代の韓国で行なわれる私設金融の一つ。日本

の頼母子講に似て無限連鎖的であるが、女性が主

体となり、落札契や番号契などのように順番に利率

を調整するところに特徴がある。

主な目的は構成員の資金調達で、加入者が等額

の出資をして得た資金を元にして貸付や利殖に努め、
「契(ケ )」 の構成員に所定の給付を順々に与える方式

が多い。

しかし、資金調達のためだけの集まりではなく、親

睦や娯楽という側面もある。『朝鮮語辞典』ではさらに

解説がある。
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共同体で行なわれる相互扶助のための伝統的な

組織。地縁を利用した洞契や血縁を利用した門中

契、水利のための水利契などさまざまの形態と目的

に応じた呼び名がある。李朝時代には穀物や綿布

などによつても行なわれた。

このような歴史的背景をもつ「契(ケ )」 は、現代の韓

国社会でもごく普通に機能しており、「契の集まりに行

つてくる」と言えば、誰もが理解し何の説明もいらない。

これが法廷において、被告人や証人の発言に「その

人は契(ケ)の仲間でしたJとか「契 (ケ)でトラブルがあ

つて」という具合に出てくることがある。そのまま、原則

通り何の解説も付けずに訳出すれば、質問した裁判

官や弁護士から「ケとは何ですか ?」 と被告人に質問

することになるだろう。その場合、被告人が的確に説

明できる可能性はかなり低い。質問した人が知りたい

情報 (例えば韓国社会では当たり前の存在なのか等)

とかみ合わず、無駄に時間がかかつてしまいがちであ

る。

事前に弁護人の接見に通訳人が同行できれば 8、 ま

ず弁護人に「契0)」 の内容を理解してもらい、公判で

は弁護人から被告人に「先ほどのケというのは、資金

調達と親睦が目的の集まりで、韓国では一般的なの

ですね ?」 と確認形式の質問で裁判官に説明すること

ができる。しかし最近では、被告人が片言でも日本語

ができる場合、弁護士が通訳人を接見に同行しないこ

とも多い。そうすると、通訳人が先回りをして、被告人

の発言を通訳したあとに、「その人はケの仲間です。

ケとは韓国でよくある資金調達の集まりです」と解説を

付けることがある。これは、求められる正確性の原則か

ら外れることになるが、筆者を含め、似たような経験の

ある通訳人においても、裁判官からとがめられたことは

ない。

「契 (ケ )」 のほかにも、筆者の経験では被告人の

「借金の原因は母の病気のときにクッを頼んだからで

す」という発言の際に「ス (クッ)とはシャーマンが行う

祈祷で、今でも田舎では行われています」と解説をつ

けたことがある。法廷通訳には「編集しない」「忠実に」

という正確性が求められており、このような場合にも本

来的には「そのままJ通訳し、「契 (ケ )」 や「テ (クッ)」 の

解説が必要かどうかは裁判官が判断するのが「正しい」

あり方だろう。しかし、現場における実践では、通訳人

が文化の違いに関する解説を付け足すことは裁判所

としても認めているといえる。つまり、何が文化的差異

なのか、それが被告人の不利になるか、解説などの調

節が必要かどうかを判断できるのは通訳人であり、文

化的差異の溝を埋める役割を、通訳人が担っている

のである。

4.2.弁護人、検察官の戦略

通訳人が困難を感じるものとして、尋問等における

弁護士や検察の戦術が挙げられる。特に否認事件の

場合、質問の仕方や内容が複雑になる。例えば、検

察官は次のように質問をすることがある。

「自分の物ではないが相手の物のようでもない

から、自分の物のように感じたけれど自分の物で

はないというのですね ?」

このようなケースを経験したベテランの法廷通訳人

によると、質問の趣旨が分からず苦労したが、後で考

えてみると、検察官は被告人の回答が欲しかつたので

はなく、混乱させることを目的とした質問だつたのでは

ないかと言う。また、質問の趣旨が把握できなかつた

時に、「もう一度言つてくださいJと お願いしたところ、

質問した検察官自身が自分の発言を再現できなかっ

たこともあると言う。

冒頭陳述や弁論要旨のように、裁判官に証拠として

書面を提出するものは、通訳人にも同じ書面が送付さ

れるので、事前に翻訳をしたり不明な点は確認したり

するなどの準備が可能であるが、被告人質問や反対

尋間は、打ち合わせのない場合が多く、その場で逐

次訳行われる。しかも検察側からは、先に紹介した

ように被告人を混乱させることが目的だったり、

あえて返事ができない質問をしたりするなど、裁

判官の心証を悪くすることが目的の質問をするこ

とがある。甚だしくは、通訳に対する信頼性を損

なわせることを目的として理解不能な質問を繰り

返すことも、まれにある。弁護士でも検察官でも、

考えがまとまらずに質問の趣旨があいまいになる

場合は、裁判官から「簡潔に」という指示がでる

が、戦略としての分かりにくさ、曖味さであるな

ら、通訳人は対応するしかない。

こうしたケースに対応するには、経験を重ねる
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しかないので、通訳人を依頼する裁判所でも、経

験の浅い通訳人に否認事件を依頼することはない

ようである。 しかし、争いのない事件 と思われて

いたところが、公判が始まってから被告人が否認

に転 じることもあるわけで、そ うなつてしまった

ら、経験が浅いとい う言い訳は通 じないので、耐

えるか、もしくは通訳人を交替するしかない。

5. まとめ

証拠に基づいて罪を認定する裁判において、法

廷での発言も証拠にな りうるので、その通訳には

正確性 と中立性が求められるのは当然である。本

稿では、法廷通訳人に厳 しく求められる正確性が

具体的にどのようなものであるかを考察 し、また

その実践において、通訳人が直面している問題を

具体的に紹介 した。

実践の場では、語彙や文法体系が異なる言語間

で、一致する表現や訳語がない場合、または文化

的差異による不利益が生 じてしまったりする場合

には、通訳人がそれを判断 し、調節 している。 し

かし、法廷における発言は、省略 した り、付け加

えた り、修正 した りせず、話 し方のスタイル、レ

ジスターまでをも保たなければならないとい う建

前・前提があるので、通訳人が調節を行つたとし

ても、それは裁判所の判断・指示によるものだと

い うことになっている。特に、文化的背景をもつ

訳語や、被告人質問において戦略的に使われる難

解な質問などでは、通訳人の判断や解釈が介入せ

ざるをえないが、通訳人も裁判所もそれを認識 し

つつ、通訳人の判断や解釈も、ぎりぎり裁判所の

指揮下であることにしている。

このような 「意識 (規範 )と 実践の乖離」 (吉 田

2007)は、法廷通訳では正確性が保障されていると

いう「法的虚構」(灘光 2001)を変えない限り、解

決されないだろう。

法廷で使われる裁判用語や、難解な言い回しに

関しても、裁判所は、裁かれる当事者であるにも

かかわらず、被告人に法廷でのや りとりを理解 さ

せる必要はないとい う立場である。これは被告人

が日本語母語話者であつても同様である。

正確性の中には通訳人の判断や解釈が含まれて

いるという現状に即 した前提の変更と、被告人に

も理解できる裁判のあり方を考える必要があるわ

けだが、いずれも裁判所に委ねるしかない課題で

ある。

冒頭で紹介したように、今後、訪日外国人数が

増えても、通訳事件が増える可能性は低い。単純

な事件の裁判は減 り、文化的背景が問題になる事

件や、否認事件の比率が高まれば、通訳依頼がベ

テラン通訳人に集中する傾向は一層加速するだろ

う。法廷通訳における正確性をはじめとする諸問

題も、通訳人の経験と技術によつて裁判所の要望

を理解し、通訳人が裁判所の要望に合わせていく

ことも可能であるが、それに甘えることなく、間

題提起と議論が続けられなければならない。

脚注

1)日 本 政府観 光 局 の報道 資料 に よる。

http:〃www jnto gojp力 pn/news/pressゴ ele

ases/pdf/20150120 pdf

(2015年 1月 25日 アクセス)

2)被告人通訳事件の終局人員数は法務省の犯罪

白書 (平成 26年度版から平成 13年度版)を

参考に、訪日外国人数は日本政府観光局の「訪

日外客数の動向」を参考に作成した。

犯罪白書 http:〃www moigo.'p/11ousOukel1/

houso_hakusho2 htn■

(2015年 1月 25日 アクセス )

3)日 本政府観光局で使用している「訪日外国人」

は日本に訪れる外国人を総称した語であり、

犯罪白書で使われている「来日外国人」は「定

着居住者 (特別永住者、永住者、永住者の配

偶者などの在留資格を有する者)。 在日米軍関

係者・在留資格不明の者」を除いた者と定義

されている。従つて、来日外国人数は、訪日

外国人より 10%程度少ない数字になってい

る。

4)法務省の犯罪白書 (平成 26年度版から平成

13年度版)を参考に作成。

5)不法残留、旅券等不携帯・提示拒否、資格外

活動など。

6)日 本弁護士連合会 HPに掲載されている。

-182-



http:〃www.nichibenren or ip/activity/docu

ment/opinion/year/2013/130718_3 html

(20■ 5年 1月 25日 アクセス)

7)最高裁判所事務総局刑事局 2013『 ご存知で

すか ?法廷通訳 平成 25年版』によると、

裁判所では、法廷通訳の経験が全くないか又は

少ない人を対象に、「法廷通訳基礎研修」を、

事件をある程度担当したことがある通訳人候

補者を対象に、「法廷通訳セミナー」を、さら

に法廷通訳の経験を積んでいる通訳人候補者

を対象に、「法廷通訳フォローアップセミナー」

を行つている。どの言語の研修をどの地域でど

の程度の頻度で行つているかは公表されてい

ない。筆者が参加 した「フォローアップセミナ

ー」の実施要領には「第一回」と書かれていた

ので、3段階の研修になったのは最近のことと

思われる。

8)通訳人の中立性を保つために、法廷通訳人が

弁護士の接見に同行することに対し否定的な

意見もあるが、最高裁判所事務総局刑事局監

修の『法廷通訳ハンドブック』には、「国選弁

護事件においては (中略)弁護人が希望すれ

ば通訳人予定者を接見に同行できるように配

慮することにしています」とあり、裁半J所 と

しては否定的に考えていない。
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